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　危機管理課　☎内線241

相談の案内［11月］

会議開催のお知らせ
教育委員会定例会
　11月19日（木）９時30分～
　役場本庁舎　４階第１会議室

問学校教育課　☎内線328

農業委員会総会
　11月25日（水）13時30分～
　役場本庁舎　４階第２委員会室

問農業委員会　☎内線358

相　談　名 相　談　内　容　等 と　　き と　こ　ろ 相談窓口・主管課
行 政 相 談 国の行政機関の業務全般に及ぶ要望や苦情 12日（木） 13時～16時

（予約制１回30分以
内）

福祉センター
「さざれ石」
※法律相談の予約は
　毎月1日からです。
　（1日が土・日・祝の場合は、
　翌日または翌々日）
※駐車場利用不可

町民課
☎（61）4100
内線267
※�マスクの着用をお願
いします。

人 権 相 談 憲法で保障されている人権への侵害に関する相談 19日（木）

法 律 相 談 相続・離婚・金銭貸借・暴力傷害・債権・債務等、
日常生活の中の法律的な問題

12日（木）、19日（木）13時～16時
（予約制１回30分以内）

消 費 生 活 相 談 物品、サービス等の契約に関するトラブル、
解約手続き、商品や訪問販売に関する苦情等

月～金　９時30分～16時 平塚市消費生活センター
☎（21）7５30　※無料の駐車場はありません。

月～金　９時30分～19時 かながわ中央消費生活センター
☎04５（311）0999土日祝　９時30分～16時30分

教 育 相 談 不登校・いじめ等　電話・来所相談（予約制）
対象…児童・生徒と保護者

毎週月曜日～金曜日
９時～正午/13時～16時30分

教育研究所�教育相談窓口
☎（60）3670

こころの健康相談
心の悩みや病気でお困りの方やご家族を対象
として精神科医による相談または家庭訪問を
実施します

お問合せください。
６日（金）、11日（水）、17日（火）
13時30分～16時30分（予約制） 平塚保健福祉事務所

☎（32）9５46
もの忘れ・認知症相談 認知症の治療や対応の仕方について専門医に

よる相談または家庭訪問を実施します
お問合せください。
18日（水）13時30分～16時30分
（予約制）

児 童 虐 待 相 談 児童虐待に関する相談 毎週月曜日～金曜日
８時30分～17時1５分

児童虐待相談ホットライン　☎（70）106５
高齢者総合相談 高齢者に関する相談 地域包括支援センター　☎（61）9966

障がい者虐待相談 障がい者虐待に関する相談
毎週月曜日～土曜日
８時30分～17時1５分 障害福祉センター　☎（73）4５30

日曜・祝日・夜間【17時1５分～
８時30分】 大磯町役場　☎（61）4100

※�祝日及び年末年始は相談を実施していません。また、かながわ中央消費生活センターは、休館日がございます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更になる場合があります。詳しくは電話にてお問合せください。
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　女性をめぐる様々な人権問題につ
いて、通常の時間を延長して相談を
お受けします。夫・パートナーから
の暴力やセクシャルハラスメントな
ど、女性にかかわる心配事について
ご相談ください。相談は無料で、秘
密は守られます。ひとりで悩まず、
お気軽に相談してください。
ホットライン　☎0570（070）810
相談受付時間　
８時30分～19時
（ただし土日は、10時
～17時まで）

問町民課　☎内線267

11月12日（木）～18日（水）は
「女性の人権ホットライン」強化週間

11 月の「おあしす 24 健康
おおいぞ」はお休みです

11月25日（水）～12月1日（火）は
犯罪被害者週間です

　犯罪等による被害について考える
機会として、犯罪被害者週間が策定
されています。
　誰もが、ある日突然犯罪に遭い、
犯罪被害者となる可能性があります。
身近に犯罪の被害に遭われた方がい
たら、まずは自分から勇気を出して
寄り添い、皆で支え合える社会をつ
くっていきましょう。
〇相談窓口
・神奈川県警察警務課　
　☎045（211）1212
・法テラス　
　☎0570（079714）　等

問町民課　☎内線267

11月は児童虐待防止推進月間
～オレンジリボンキャンペーン～
　「オレンジリボン運動」とは、子
ども虐待防止のシンボルマークとし
てオレンジリボンを広めることで、
子ども虐待をなくすことを呼びかけ
る市民運動です。虐待かも？と思っ
たら189（いちはやく）へご相談く
ださい（匿名可）。ささいな事でも
大丈夫。子育てのお悩みいつでも相
談してください。
◎児童相談所全国共通ダイヤル
　☎189（いちはやく）
◎大磯町児童虐待相談ホットライン
　☎（70）1065
子育て支援総合センター　

　☎（71）3377




